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2023年８月10日

（電子提供措置の開始日 2023年８月９日）

株 主 各 位
東京都目黒区上目黒２丁目１番１号

株 式 会 社 ケ イ ブ
代 表 取 締 役 社 長 秋 田 英 好

第29回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第29回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席く
ださいますようご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の
下記ウェブサイトに「第29回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項
を掲載しております。

当社ウェブサイト https://www.cave.co.jp/ir/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しておりま
す。

東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスし、当社名または証券コードを入力・検索し、「基
本情報」「縦覧書類/ＰＲ情報」を順に選択のうえご覧ください。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討く
ださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、
2023年８月30日（水曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいます
ようお願い申し上げます。

敬具
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記

１．日 時 2023年８月31日（木曜日）午前10時
２．場 所 東京都目黒区八雲一丁目１番１号

めぐろパーシモンホール
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。なお、昨年の定時株
主総会と会場が異なりますので、お間違えのないようお願いい
たします。）

３．株主総会の目的事項
報 告 事 項 １．第29期（自 2022年６月１日 至 2023年５月31日）事業報

告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結
計算書類監査結果報告の件
２．第29期（自 2022年６月１日 至 2023年５月31日）計算書
類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
第５号議案 会計監査人選任の件

４．その他株主総会招集に関する決定事項
電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正

内容を掲載させていただきます。
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示を

されたものとして取り扱わせていただきます。
以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお

願い申し上げます。
◎ 株主様へご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねておりま

す。なお、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、下記の事項を除いております。したがって、
当該書面は監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした書類の一部であ
ります。

・連結株主資本等変動計算書 ・連結注記表
・株主資本等変動計算書 ・個別注記表
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事 業 報 告

(自 2022年６月１日
至 2023年５月31日)

Ⅰ．企業集団の現況に関する事項
１．事業の経過及びその成果

当連結会計年度(2022年６月１日～2023年５月31日)における我が国経済は、ウ

クライナにおける紛争の長期化に端を発したエネルギー価格の高騰に加え、半導

体をはじめとする原材料の不足や世界的なインフレの進行が見られる等、経済活

動への悪影響が懸念される状況が続いております。他方、ウィズコロナの新たな

段階への移行が進められる中、各種政策の効果もあり、社会・経済活動は正常化

へ向けて着実に進んでおり、その過程で急速に進展した社会のデジタル化が定着

しつつあります。

このような環境の中、当社ゲーム事業セグメントが属するオンラインエンター

テイメント業界は、コロナ禍による急速なデジタル化、スマートデバイスの普及

によるコンテンツ需要の高まりなどが市場を後押しし、2023年～2028年のCAGR(年

平均成長率)は20.57％の成長が予測され、世界的市場規模は2022年の3,671億米ド

ルから2028年までに１兆2,039億米ドルに達し、引き続き持続的な成長が見込まれ

ております。(参考：株式会社グローバルインフォメーション「オンラインエンタ

ーテイメント市場：世界の産業動向、シェア、規模、成長機会、2023-2028年予

測」)

また、連結子会社capableが行っておりますライブ配信事業を含む動画配信市場

におきましては、2022年の動画配信市場規模が、4,530億円（前年比107％）と推

計されており手堅い成長を見せました。ユーザーの関心を引く魅力的なコンテン

ツにより動画配信サービスの利用は広がっており、コロナ禍をきっかけに急伸し

たライブ配信は成長トレンドを維持しています。ノンユーザー層の取り込みには、

サービスの利便性や魅力の向上が欠かせず、今後ますます競争が激化していくと

予想されます。（参考：一般財団法人デジタルコンテンツ協会「動画配信市場調査

レポート2023」）

この結果、当社グループの当連結会計年度の業績は、売上高6,963百万円（前期

比394.1％増加）、営業利益243百万円（前年同期は営業損失813百万円）、経常利益

213百万円（前年同期は経常損失812百万円）、親会社株主に帰属する当期純利益

2,579百万円（前年同期は親会社株主に帰属する当期純損失936百万円）となりま

した。

特に営業外収益、営業外費用、特別利益及び特別損失におきましては、「匿名組

合投資損失」「投資有価証券売却益」「企業結合に係る特定勘定取崩益」「投資有価
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証券評価損」が第３四半期連結会計期間より株式会社でらゲーの損益計算書を連

結したため、発生しております。

匿名組合投資損失70,275千円は、連結子会社である株式会社でらゲーが投資を

している海外投資ファンドにおける損失であります。

投資有価証券売却益22,317千円は、連結子会社である株式会社でらゲーが保有

していた投資有価証券の売却によるものであります。

企業結合に係る特定勘定取崩益120,000千円は、株式会社でらゲーの連結子会社

化にともなう負債の見積超過額の取崩益であります。

投資有価証券評価損25,575千円は、当社及び連結子会社である株式会社でらゲ

ーが保有する投資有価証券の実質価格を反映したことによる評価損であります。

当連結会計年度のセグメントごとの業績は次のとおりであります。

イ. ゲーム事業

「ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～」（以下、「ゴシックは魔法

乙女」という。）につきましては、経年による売上高の減少により、厳しい状況が

続いておりますが、８周年記念イベントを開催し、併せて「友達招待キャンペー

ン」や「感謝のプレゼント企画」などの特別キャンペーンを実施し、ユーザーの

維持や獲得に取組んでおり、売上の維持回復に努めております。

「東方Project」のIP許諾を受けた新規ゲーム開発（以下、「東方Project」とい

う。）につきましては、エフェクトやキャラクターの量産を継続しつつ、イベント

機能やガチャ演出の実装が完了いたしました。現在、デバッグへ向けた調整を開

始し、リリースの準備段階に開発を進めております。

また、株式会社でらゲーのプロダクトに関しては、主要ゲームである「モンス

ターストライク」や「キングダム乱－天下統一への道－」が当社グループの収益

に大きく貢献しております。

これらの結果、ゲーム事業セグメントにおける売上高は6,599百万円（前期比

818.2％増加）となり、セグメント利益は309百万円（前期はセグメント損失626百

万円）となりました。

ロ. 動画配信関連事業

連結子会社capableにつきましては、ライブ配信プラットフォームの多様化、コ

ンテンツの増加などを要因に競争が激化しております。ライバー管理業務の複雑

化に伴う利益率の悪化に対応するため、事業規模の見直しを行い、引続き一定の

利益を維持しながら、新規事業へのリソースの移行を進めております。

また、当社独自の芸能人やインフルエンサーとEC事業を連携させたDtoC事業を

含むデジタルマーケティング事業につきましては、暖冬の影響により売上は予想
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よりも低調に推移いたしましたが、春夏商品の販売開始など、売上の季節依存の

解消に努めております。

これらの結果、動画配信関連事業セグメントにおける売上高は364百万円（前期

比47.3％減少）となり、セグメント損失は65百万円（前期はセグメント損失186百

万円）となりました。
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２．設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資の総額は８百万円であり、その主なものは、

事業用の建物付属設備並びに工具器具及び備品であります。

３．資金調達の状況

当連結会計年度中に、当社は、金融機関からの借入により1,060百万円の資金調

達を行いました。また新株予約権の発行又は行使により630百万円の資金調達を行

っております。

４．事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

５．他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

６．吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の

状況

該当事項はありません。

７．他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

当社は、2022年６月３日開催の取締役会において、株式会社でらゲーの全株式

を取得し、子会社化することについて第28回定時株主総会に付議し、2022年８月

30日の同株主総会にて承認可決されました。これにより、同日付で株式会社でら

ゲーの株主との間で、株式譲渡契約を締結し、2022年９月１日に株式を取得いた

しました。
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８．財産及び損益の状況の推移

(1) 企業集団の財産及び損益の状況
（単位：千円）

区 分
第26期

2020年５月期
第27期

2021年５月期
第28期

2022年５月期

第29期
（当連結会計年度）

2023年５月期

売 上 高 1,678,933 1,704,090 1,409,370 6,963,436

経常利益又は経常損失（△） △275,373 △233,278 △812,805 213,632

親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失(△)

△316,931 △244,974 △936,992 2,579,462

1株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）

△60円63銭 △46円83銭 △167円93銭 462.57

総 資 産 1,451,749 1,418,968 1,384,817 13,492,471

純 資 産 1,172,990 1,059,693 1,023,754 5,087,668

(注) 記載金額（１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)を除く）は、千円未満を切
り捨てて表示しております。

(2)当社の財産及び損益の状況
（単位：千円）

区 分
第26期

2020年５月期
第27期

2021年５月期
第28期

2022年５月期

第29期
（当事業年度）
2023年５月期

売 上 高 1,657,006 1,365,604 741,794 653,025

経 常 損 失 ( △ ) △215,351 △197,281 △729,439 △1,303,887

当 期 純 損 失 ( △ ) △256,803 △209,684 △942,276 △1,325,129

1株当たり当期純損失(△) △49円13銭 △40円９銭 △168円87銭 △213円37銭

総 資 産 1,490,135 1,271,232 1,233,318 6,907,971

純 資 産 1,233,117 1,054,882 1,011,046 1,710,936

(注) 記載金額（１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△）を除く）は、千円未満を切
り捨てて表示しております。
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９．重要な親会社及び子会社の状況（2023年５月31日現在）

(1) 親会社に関する事項

該当事項はありません。

(2) 重要な子会社に関する事項

会 社 名 資 本 金
当社の

議決権比率
主要な事業内容

株式会社capable 100百万円 80.0％
動画配信マネジメント・サ

ポート、SNS広告事業

株式会社でらゲー 7百万円 100.0％ ゲームの企画・開発・運営

DELUXE GAMES SDN. BHD.

21,271千

マレーシア

リンギット

100.0％ ゲームの企画・開発・運営

スマートフォンゲーム

「メテオ（仮）」製作委員会
1,651百万円 57.6％ ゲームの共同制作・利用

（注）１．当社は2022年９月１日に、株式会社でらゲーの株式を取得したことに伴い、同社、株式会社

でらゲーの子会社である、DELUXE GAMES SDN. BHD.、スマートフォンゲーム「メテオ（仮）」

製作委員会を連結子会社としております。

２．2022年10月12日に、FIVESTAR BANK株式会社を清算結了いたしました。

３．2023年２月15日に、凱樂數位股份有限公司を清算結了いたしました。

(3) 特定完全子会社の状況

会 社 名 住 所 帳簿価額の合計額 当社の総資産額

株式会社でらゲー 東京都渋谷区渋谷三丁目６番３号 5,026,652千円 6,907,971千円

10．対処すべき課題

(1) 継続的な事業創出のための仕組化

当社グループは、新たな収益基盤を確立するために、ゲーム事業セグメント

において、シューティングゲームの金字塔「東方Project」のIP許諾を受け、新

規ゲームの開発に着手しております。今後も新規サービスを順次リリースでき

る体制を構築することで、継続的な事業創出のための仕組化を進めてまいりま

す。

(2) 多様化したユーザー獲得手法の最適な選択

売上拡大の基盤であるユーザーのさらなる獲得のためには、多様化する市場

やニーズに適宜対応し、その手法の中から最適なものを選択し続けることが必

要と考えております。既存の手法に固執することなく、様々な手法を吟味し、

その時々に合った最適な手法を選択実行できるよう対応してまいります。
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(3) コンテンツのリッチ化への対応推進

スマートフォン及びタブレット端末の高機能化、通信環境の進化により、サ

ービスコンテンツのリッチ化が進み、アプリケーション開発のコストと時間が

増大しております。当社グループにおいては、スマートフォンゲームの受託開

発や、前述の製作委員会も含めて、全てのリスクを当社グループが負担するの

ではなく、コストや時間などのリスクを数社で協力してシェアする方法でコン

テンツのリッチ化に対応してまいります。

(4) システム技術・インフラの強化

当社のモバイルコンテンツ及びオンラインゲームは、インターネット上で提

供していることから、システムの安定的な稼働及び技術革新への対応が重要な

課題であります。そのため、サーバー等のシステムインフラについて、継続的

な基盤の強化を進めるとともに、技術革新にも迅速に対応できる体制作りに努

めてまいります。

(5) 動画配信マネジメント、SNS広告を利用したシナジー効果の創出

当社グループは、従来のモバイルオンラインゲーム事業に加えて、インター

ネット動画配信者へのサポート・マネジメントやSNS広告事業を行っておりま

す。これにより双方のコンテンツの特性を相互に利用し、相乗効果を生み出し

ながら売上の増大を目指してまいります。

11．主要な事業内容（2023年５月31日現在）

当社グループは、ゲーム事業、動画配信関連事業の２事業を主要な事業として

おります。ゲーム事業においては、モバイルオンラインゲームの開発運営を中心

としております。動画配信関連事業においては、動画配信プラットフォームの開

発運営、インターネット広告を含む動画配信者のサポートやマネジメントを中心

としております。

12．主要な事業所（2023年５月31日現在）

事業所名 所在地

本社 東京都目黒区
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13．企業集団の使用人の状況（2023年５月31日現在）

事 業 区 分 使 用 人 数（名） 前連結会計年度末比増減

ゲーム事業
170
（2）

124名増
（―名）

動画配信関連事業
―

（―）
5名減

（2名減）

全社（共通）
12

（2）
1名増

（1名増）

(注)１.使用人数は就業人員であります。

２.使用人数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員（１日８時間換算）であります。

３.使用人数の大幅な増加は、主として株式会社でらゲーが連結子会社となったことによるもの
であります。

４.「全社（共通）」として記載している使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属
しているものであります。

14．当社の使用人の状況（2023年５月31日現在）

使 用 人 数（名） 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢（歳） 平均勤続年数（年）

48
（1）

13名減
（1名減）

36.9 8.9

(注)１.使用人数は就業人員であります。

２.使用人数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員（１日８時間換算）であります。

15．主要な借入先及び借入額（2023年５月31日現在）

借 入 先 借 入 残 高

株式会社りそな銀行 952,000千円

MOMO CREATIVE PTE.LTD. 50,000千円

岡本吉起 50,000千円

株式会社きらぼし銀行 40,000千円

16．その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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Ⅱ．会社の株式に関する事項（2023年５月31日現在）
１．発行可能株式総数 20,000,000株

２．発行済株式の総数 5,917,303株（自己株式697,297株を除く）

３．株主数 2,570名（前事業年度末比△933名）

４．大株主（上位10名）

株 主 名
当 社 へ の 出 資 状 況

持 株 数 持株比率

吉 成 夏 子 1,100,000株 18.58％

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 352,197株 5.95％

株 式 会 社 376 332,000株 5.61％

岡 本 吉 起 300,000株 5.06％

BBH/DBS BANK (HONG KONG)
LIMITED A/C 005 NON US

198,000株 3.34％

セ ン ト ラ ル 短 資 株 式 会 社 160,600株 2.71％

林 健 一 157,100株 2.65％

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ ネ オ ト レ ー ド 証 券 135,200株 2.28％

柴 田 達 宏 102,000株 1.72％

高 野 健 一 90,000株 1.52％

(注1）当社の連結子会社である株式会社でらゲーは、当社株式（650,000株）を保有
しておりますが、上記大株主からは除外しております。

(注2）持株比率は、自己株式（697,297株）を控除して計算しております。
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Ⅲ．会社の新株予約権等に関する事項

１．当社役員が保有している職務執行の対価として付与された新株予約権等の状況

(1)2019年９月24日開催の取締役会決議に基づき発行した新株予約権

新株予約権の名称 株式会社ケイブ第24回新株予約権

新株予約権の保有者数 当社取締役１名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の数 750個

新株予約権の目的となる株式の数 75,000株（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額 総額75,000円（新株予約権１個当たり100円）

新株予約権の行使に際して出資され

る財産の価額
新株予約権１個当たり73,400円（１株当たり734円）

新株予約権の行使期間 2019年10月９日～2029年10月８日

新株予約権の行使の条件

１.本新株予約権の一部行使はできない。

２.新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終

期に至るまでの間に、一度でも下記（1）又は（2）に掲げる

条件を満たした場合に限り、各号に掲げる割合を上限として

本新株予約権を行使することができる。

（1）2019年10月９日から３年以内に５営業日連続で、金融商

品取引所における当社の普通株式の取引終値に基づいて算出

した時価総額が80億円以上になった場合：50％

（2）2020年５月期から2022年５月期のいずれかの当社の通期

の営業利益が黒字になった場合：100％

３.上記２.に拘わらず、割当日から本新株予約権の行使期間

の終期に至るまでの間に、金融商品取引所における当社の普

通株式の株価終値が一度でも行使価額に70％を乗じた価額を

下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権

を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならな

いものとする。
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(2)2020年10月30日開催の取締役会決議に基づき発行した新株予約権

新株予約権の名称 株式会社ケイブ第27回新株予約権

新株予約権の保有者数 当社取締役７名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の数 3,212個

新株予約権の目的となる株式の数 321,200株（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額 総額642,400円（新株予約権１個当たり200円）

新株予約権の行使に際して出資され

る財産の価額
新株予約権１個当たり134,800円（１株当たり1,348円）

新株予約権の行使期間 2022年11月20日～2030年11月19日

新株予約権の行使の条件

１.各本新株予約権の一部行使はできない。

２.新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終

期に至るまでの間に、一度でも下記に掲げる条件を満たした

場合に限り、本新株予約権を行使することができる。

・2020年11月20日から10年以内に５営業日連続で金融商品取

引所における当社の普通株式の取引終値が3,800円以上になっ

た場合

３.上記２.に拘わらず、割当日から本新株予約権の行使期間

の終期に至るまでの間に、金融商品取引所における当社の普

通株式の取引終値が一度でも行使価額に70％を乗じた価額を

下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権

を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならな

いものとする。

― 13 ―

2023年08月07日 16時08分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



２．当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人及び子会社の役員及び使用人

に交付した新株予約権等の状況

(1)2022年８月30日開催の定時株主総会決議に基づき発行した新株予約権

新株予約権の名称 株式会社ケイブ第32回新株予約権

新株予約権割当の対象者 子会社従業員 54名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の数 4,271個

新株予約権の目的となる株式の数 427,100株（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額 総額4,271,000円（新株予約権１個当たり1,000円）

新株予約権の行使に際して出資され

る財産の価額
新株予約権１個当たり87,100円（１株当たり871円）

新株予約権の行使期間 2022年９月３日～2032年９月２日

新株予約権の行使の条件

１.新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終

期に至るまでの間に、一度でも下記に掲げる条件を満た

した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。

・2022年９月３日から10年以内に５営業日連続で、東京

証券取引所における当社の普通株式の取引終値に基づ

いて算出した時価総額が100億円以上になった場合

２.上記１.に拘わらず、割当日から本新株予約権の行使期間

の終期に至るまでの間に、東京証券取引所における当社

の普通株式の株価終値が一度でも行使価額に50％を乗じ

た価額を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての

本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使

しなければならないものとする。
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３．その他新株予約権等に関する重要な事項

(1)2019年３月14日開催の取締役会決議に基づき発行した新株予約権

新株予約権の名称 株式会社ケイブ第23回新株予約権

新株予約権割当の対象者 秋田英好

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の数 2,500個

新株予約権の目的となる株式の数 250,000株（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額 総額250,000円（新株予約権１個当たり100円）

新株予約権の行使に際して出資され

る財産の価額
新株予約権１個当たり75,400円（１株当たり754円）

新株予約権の行使期間 2019年６月１日～2029年５月31日

新株予約権の行使の条件

１.本新株予約権の一部行使はできない。

２.新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終

期に至るまでの間に、一度でも下記（1）又は（2）に掲げる

条件を満たした場合に限り、各号に掲げる割合を上限として

本新株予約権を行使することができる。

（1）2019年６月１日から３年以内に５営業日連続で、金融商

品取引所における当社の普通株式の取引終値に基づいて算出

した時価総額が80億円以上になった場合：50％

（2）2020年５月期から2022年５月期のいずれかの当社の通期

の営業利益が黒字になった場合：100％

３.上記２.に拘わらず、割当日から本新株予約権の行使期間

の終期に至るまでの間に、金融商品取引所における当社の普

通株式の株価終値が一度でも行使価額に70％を乗じた価額を

下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権

を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならな

いものとする。
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Ⅳ．会社役員に関する事項（2023年５月31日現在）

１．氏名、地位及び担当

氏 名 地位及び担当

秋 田 英 好 代表取締役社長CEO

安 藤 裕 史 代表取締役副社長C0O

岡 本 吉 起 取締役

高 橋 祐 希 取締役

伊 藤 裕 章 取締役CFO・経営企画部長

小 尾 敏 仁 取締役（常勤監査等委員）

菅 原 貴与志 取締役（監査等委員）

野 口 仁 取締役（監査等委員）

竹 村 滋 幸 取締役（監査等委員）

(注) １．取締役菅原貴与志氏、野口仁氏及び竹村滋幸氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締
役であります。なお、菅原貴与志氏、野口仁氏及び竹村滋幸氏は東京証券取引所が指定を
義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。

２．監査等委員である取締役の小尾敏仁氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委
員を選定している理由は、取締役会以外の重要会議への出席や内部監査部門との密な連携
等を通じて得る社内情報を、他の監査等委員に適時に共有し意見交換することにより、監
査の実効性を高めるためであります。

３．監査等委員である取締役の菅原貴与志氏は、弁護士の資格を有しております。
４．監査等委員である取締役の野口仁氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に

関する相当程度の知見があります。
５．監査等委員である取締役の竹村滋幸氏は、上場会社の取締役を現任し豊富な経営知識を有

しております。

２．重要な兼職の状況

氏 名 重要な兼職の状況

秋 田 英 好

株式会社玄武 取締役
株式会社capable 代表取締役
株式会社でらゲー 監査役
株式会社CAPE 監査役

岡 本 吉 起
公益財団法人日本ゲーム文化振興財団 代表理事
OKAKITCHI SDN.BHD.取締役
ICHIBE SINGAPORE.PTE.LTD.代表取締役

高 橋 祐 希
株式会社capable 取締役
株式会社月詠 代表取締役

伊 藤 裕 章 株式会社capable 代表取締役

菅 原 貴 与 志
弁護士法人小林綜合法律事務所 弁護士
慶應義塾大学 特任教授
湧永製薬株式会社 社外監査役

野 口 仁
イーグル株式会社 代表取締役
イーグルサービス株式会社 代表取締役
イーグル会計事務所・野口仁公認会計士事務所 所長

竹 村 滋 幸
トラスト・キャピタル株式会社 社外取締役
株式会社広済堂ホールディングス 社外取締役
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３．責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結し

ており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に定める額を

責任の限度額としております。

４．補償契約の内容の概要

該当事項はありません。

５．役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該

保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役、執行役員及び監督者としての権限

を有する従業員並びに子会社の取締役であり、保険料の全額を当社が負担し、被

保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者が会社の

職務執行に関して行った行為（不作為も含みます。）に起因して、損害賠償請求が

行われた場合に、被保険者の法律上の損害賠償金、争訟費用等の損害が填補され

ることとなります。

ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするために、被

保険者の犯罪行為等に起因する損害等の場合には、填補の対象としないこととし

ております。また当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定し

ております。
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６．取締役の報酬等の額

イ．当事業年度に係る報酬等の総額

役員区分
報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 非金銭報酬等

取締役（監査等
委員であるもの
を除く。）（うち
社外取締役）

34,200
（―）

34,200
（―）

―
（―）

５
（―）

監査等委員である
取締役（うち社外
取締役）

13,500
（8,925）

13,500
（8,925）

―
（―）

４
（３）

ロ．取締役の報酬等の額の決定に関する基本方針

当社は、2021年８月31日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等

の内容にかかる基本方針を決議しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報

酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決

定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

ハ．基本方針

当社の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬（金銭報酬）及び非金銭

報酬等により構成されております。

a．基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

基本報酬は、株主総会において決議された報酬等の総額の限度内で、各役員

の役位・職責に応じて、当社の従業員給与水準及び同業又は同規模の他企業に

おける支給水準を参考として支給額を決定しております。
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b．非金銭報酬等の内容及び額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針

非金銭報酬等は、当社グループの長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気

を一層高めるとともに、優秀な人材の確保等を目的として、取締役会にて決定

することとしております。また、取締役会での決定に当たっては、事前に監査

等委員会との協議を経ることとしており、客観性・透明性を確保しておりま

す。

c．取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

報酬等の種類ごとの比率は定めない方針としておりますが、当社と同程度の

事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準をベンチマークとして

おります。

ニ．取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年８月27日であり、

決議の内容は当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の限度

額を、年額100百万円以内（取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数

は５名）とし、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まな

いと決定いたしました。また、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額30

百万円以内（監査等委員である取締役の員数は４名）とし、各監査等委員であ

る取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、監査等委員である取締役の協

議によることと決定いたしました。

ホ．取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

具体的な報酬額及び算定方法については、取締役会決議により代表取締役社

長CEOである秋田英好に一任されております。一任した理由は、会社業績、各取

締役の担当業務の責任の重さ及び業績への貢献度により決定を行うには、代表

取締役社長CEOが適していると判断したためであります。なお、委任された内容

の決定にあたっては、事前に監査等委員会がその妥当性等について確認してお

ります。
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７．社外役員に関する事項

(1) 他の法人等の業務執行者との兼任状況

区分 氏 名 業務執行者を兼任している他の法人等

取締役
(監査等委員)

菅 原 貴 与 志
弁護士法人小林綜合法律事務所 弁護士
慶應義塾大学 特任教授

取締役
(監査等委員)

野 口 仁
イーグル株式会社 代表取締役
イーグルサービス株式会社 代表取締役
イーグル会計事務所・野口仁公認会計士事務所 所長

取締役
(監査等委員)

竹 村 滋 幸
トラスト・キャピタル株式会社 社外取締役
株式会社広済堂ホールディングス 社外取締役

(注) 上記の兼任先法人等と当社との間には特別な関係はありません。

(2) 他の法人等の社外役員との兼任状況

区分 氏 名 社外役員を兼任している他の法人等

取締役
(監査等委員)

菅 原 貴 与 志 湧永製薬株式会社 社外監査役

（注）上記の兼任先法人等と当社との間には特別な関係はありません。

(3) 当事業年度における主な活動状況

区分 氏 名 主な活動状況

取締役
（監査等委員）

菅 原 貴 与 志

当事業年度開催の18回の取締役会すべてに出席し、また、監査
等委員会11回すべてに出席し、議案審議に必要な発言を行って
おります。主に弁護士として培ってきた知識や見地から、取締
役会において、監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・
適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

取締役
（監査等委員）

野 口 仁

当事業年度開催の18回の取締役会すべてに出席し、また、監査
等委員会11回すべてに出席し、議案審議に必要な発言を行って
おります。主に公認会計士として培ってきた知識や見地から、
取締役会において、監督、助言を行うなど、意思決定の妥当
性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

取締役
（監査等委員）

竹 村 滋 幸

社外取締役就任後に開催された12回の取締役会のうち11回に出
席し、また、監査等委員会８回のうち７回に出席し、議案審議
に必要な発言を行っております。主に上場会社の取締役として
培ってきた知識や見地から、取締役会において、監督、助言を
行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な
役割を果たしております。
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Ⅴ．会計監査人に関する事項
１．会計監査人の氏名又は名称

東光監査法人

（注）2022年８月30日の第28回定時株主総会において東光監査法人が選任されたこと

に伴い、当社の会計監査人であったEY新日本有限責任監査法人は退任いたしました。

２．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

報酬等の額

当 事 業 年 度 に 係 る 会 計 監 査 人 の 報 酬 等 の 額 42,200千円

当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 42,200千円

(注)１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づ
く監査報酬の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記金額は合計額
で記載しております。

２．当社の子会社である DELUXE GAMES SDN. BHD.は、当社の会計監査人以外の会計監査人による
監査を受けております。

３．会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由

監査等委員会としては、会計監査人の能力、組織としての体制、これまでの会

計監査人の職務の遂行状況等から、実効性のある監査が行われていると認識して

おり、また、その独立性にも何ら問題はないと考えております。

なお、監査業務は、会計の専門家としての知識に基づいて年間を通して継続的

に行われる重要な業務であり、また当社の事業内容を十分に理解したうえで行わ

れる必要があります。提示された会計監査人の監査計画に基づき、会計監査人の

実施する職務内容等を踏まえ、必要な監査時間や工数等をも考慮した結果、現在

の報酬水準は妥当なものと判断いたしました。

４．責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

５．補償契約の内容の概要

該当事項はありません。

６．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

会社法第340条第1項各号に定める事由に該当することなどにより計算関係書類

の監査に重大な支障が生じることが合理的に予想されるときは、監査等委員会は、

全員の同意をもって会計監査人を解任いたします。

また、会計監査人の職務遂行体制、監査能力、専門性等が当社にとって不十分
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であると判断したとき、又は会計監査人を交代することにより当社にとってより

適切な監査体制の整備が可能であると判断したときは、監査等委員会は、会計監

査人の不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
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Ⅵ．会社の体制及び方針
１．職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の

適正を確保するための体制

当社取締役会の決定内容は、以下のとおりです。

(1) 当社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制

① 当社は、コンプライアンスが企業活動の基本原則であることを認識し、当社

の取締役と全使用人が一体となってその徹底を図ります。

② 当社取締役会は、当社のコンプライアンス体制を決定し、当社経営企画部に

おいて当該体制の整備及びその維持、向上を図ります。

③ 当社内部監査部門は、当社のコンプライアンス体制が有効に機能しているか

を定期的に監査し、その結果を当社取締役会に報告します。

④ 市民社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、

関係機関との連携を含め毅然とした態度で臨むものとし、一切の関係を遮断

します。

(2) 当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 当社取締役は、文書、資料その他その職務の執行に係る情報については、各

種法令及び当社文書管理規程に従い、適切に保存し、管理します。

② 当社文書管理規程の改廃は当社取締役会の承認を得るものとします。

(3) 当社損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 当社取締役会はリスク管理を統括し、リスク管理システムの構築を行います。

② 横断的リスク状況の監視及び対応は経営企画部が実施し、当社各部のリスク

管理の状況を定期的に調査し、その結果を当社取締役会に報告します。

③ 経営に重大な影響を与える事態が発生した場合、当社取締役会において直ち

に特別対策室を設け、当社取締役の中から対策責任者を任命します。特別対

策室では当社取締役会との連携を図りつつ当該事態への対応を実施するとと

もに、その状況について適宜当社取締役会に報告します。
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(4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 当社は、経営事項を判断・決定する場として、取締役会を原則として毎月一

回開催しています。また、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、業務執

行に対する監督を実施しております。取締役会では、株主利益・企業価値最

大化を目指した意思決定を行うとの基本的な考えのもと、重要事項は全て付

議され、業績の進捗についても討議し、対策等を迅速に行います。

② 当社は、経営戦略を企画・調整する場として、当社及び子会社の取締役、部

長参加のもと経営会議を毎週開催しております。そして、当該経営戦略に基

づく業務執行状況の連絡・報告の場として、当社取締役、部長参加のもと進

捗確認会議を毎週開催し、実務レベルでの情報共有を図ります。当社及び子

会社では、これらの有機的な連動による最大限の効果を生み出す組織体制を

構築しております。

(5) 当社における業務の適正を確保するためのその他の体制

① 当社経営企画部を全社の内部統制を統括する部署とし、各部門と密接な連携

を図り、また必要に応じてコンプライアンス等に関する指導・支援を行い、

適切な内部統制システムの確保を図ります。

② 当社内部監査部門は内部監査を定期的に実施し、その結果を当社取締役会に

報告します。

(6) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項

当社は、監査等委員会の求めに応じて、監査等委員会の職務を補助する使用人

（補助使用人）を配置します。補助使用人は、他職務を兼務し、又は専属的に監

査等委員会の職務を補助するものとします。

(7) 補助使用人の当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関

する事項及び監査等委員会の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する

事項

① 補助使用人の人事異動及び考課は、監査等委員会の意見を尊重したうえで決

定します。

② 監査等委員会は、補助使用人に監査業務に必要な事項を命令することができ

るものとし、補助使用人はその命令に関して、監査等委員でない取締役及び

内部監査部門の指示を受けないものとします。
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(8) 監査等委員でない取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査

等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

① 監査等委員でない取締役及び使用人は、当社監査等委員会規程及び内部通報

規程に従い、監査等委員会の求めに応じて必要な報告及び情報提供を行って

おります。

② 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け

ないよう、当社内部通報規程に基づき通報者の保護を行っております。

(9) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役は、相互の意思疎通を図

るため定期的な会合をもっております。

② 監査等委員でない取締役は、監査等委員会の求めに応じて、弁護士、公認会

計士等の外部専門家に監査業務に関する必要な助言を受けることができる環

境を整備しております。

③ 監査等委員会が、その職務の執行について生じる費用の前払又は償還を請求

したとき、その他費用又は債務の処理を請求したときは、当該監査等委員会

の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにそれらを処理

します。

２．職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適

正を確保するための体制の運用状況の概要

(1) 内部統制システム全般

当社の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内部監査室がモニタリ

ングし、必要に応じて改善を進めております。

(2) コンプライアンス体制

当社は使用人に対し、その階層に応じて必要なコンプライアンスについて、社

内での教育及び会議体での説明を行い、法令及び定款並びにインサイダー取引規

制への理解を促進するための取組みを継続的に行っております。

また、当社は内部通報規程により相談・通報体制を設けることで、コンプライ

アンスの実効性向上に努めております。

不正防止の観点から、外部業者に発注する権限がある者に対して、年２回の内

部監査室長によるヒアリングを実施して、不正の早期発見、事前抑制の態勢を整

備し運用しております。

(3) リスク管理体制

部長以上の役職者が参加し、毎週開催される経営会議において、各部室から報

告されたリスクのレビューを実施し、リスク情報の管理を行っております。
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(4) 内部監査体制

内部監査室が作成した内部監査計画に基づき、当社の内部監査を実施いたしま

した。

また、監査等委員である取締役との連携を密にするために、月次で内部監査室

長と常勤監査等委員との情報共有会議を開催しています。

３． 株式会社の支配に関する基本方針

当事業年度における会社の支配に関する基本方針について、特記すべき事項は

ありません。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

本事業報告中の記載数字は、金額については表示単位未満を切り捨て、比率その他に

ついては四捨五入しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
(2023年５月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 8,569,160 流 動 負 債 3,089,670

現 金 及 び 預 金 6,283,751 買 掛 金 759,407

売 掛 金 1,149,848 短 期 借 入 金 60,000

商 品 及 び 製 品 58,384 1年内返済予定の長期借入金 144,000

貯 蔵 品 241 未 払 金 562,585

前 払 費 用 243,711 未 払 費 用 218,228

未 収 入 金 564,822 未 払 法 人 税 等 737,002

短 期 貸 付 金 156,940 未 払 消 費 税 等 430,035

そ の 他 329,179 契 約 負 債 109,784

貸 倒 引 当 金 △217,720 預 り 金 53,928

そ の 他 14,698

固 定 資 産 4,923,310 固 定 負 債 5,315,132

有 形 固 定 資 産 148,763 長 期 借 入 金 888,000

建 物 80,242 長 期 未 払 金 4,000,000

車 両 運 搬 具 11,011 長 期 前 受 収 益 33,000

工具、器具及び備品 54,510 繰 延 税 金 負 債 356,902

土 地 2,999 そ の 他 37,230

無 形 固 定 資 産 1,552,915

ソフトウエア仮勘定 1,551,675 負 債 合 計 8,404,803

そ の 他 1,240 純 資 産 の 部

株 主 資 本 3,192,787

投 資 そ の 他 の 資 産 3,221,631 資 本 金 2,078,622

投 資 有 価 証 券 996,131 資 本 剰 余 金 1,055,236

出 資 金 42,108 利 益 剰 余 金 1,297,734

関 係 会 社 株 式 129,823 自 己 株 式 △1,238,805

長 期 貸 付 金 1,040,601

関係会社長期貸付金 321,000 その他の包括利益累計額 17,990

敷 金 116,852 その他有価証券評価差額金 △22,440

差 入 保 証 金 26,836 為替換算調整勘定 40,430

投 資 不 動 産 393,883

保 険 積 立 金 897,472 新 株 予 約 権 1,212,679

そ の 他 15,009 非支配株主持分 664,209

貸 倒 引 当 金 △758,087

純 資 産 合 計 5,087,668

資 産 合 計 13,492,471 負債・純資産合計 13,492,471
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連 結 損 益 計 算 書

(自 2022年６月１日
至 2023年５月31日)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 6,963,436

売 上 原 価 3,479,053

売 上 総 利 益 3,484,383

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,240,655

営 業 利 益 243,728

営 業 外 収 益

受 取 利 息 24,617

為 替 差 益 11,246

受 取 解 決 金 28,000

経 営 指 導 料 50,000

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 2,982

そ の 他 30,311 147,158

営 業 外 費 用

支 払 利 息 41,697

新 株 予 約 権 発 行 費 2,238

減 価 償 却 費 40,546

匿 名 組 合 投 資 損 失 70,275

そ の 他 22,494 177,253

経 常 利 益 213,632

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 22,317

負 の の れ ん 発 生 益 2,635,237

企業結合に係る特定勘定取崩益 120,000 2,777,555

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 25,575

関 係 会 社 株 式 評 価 損 91,065

固 定 資 産 除 却 損 2,714 119,355

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,871,832

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 741,384

法 人 税 等 調 整 額 △438,905 302,479

当 期 純 利 益 2,569,353

非支配株主に帰属する当期純損失 10,108

親会社株主に帰属する当期純利益 2,579,462
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貸 借 対 照 表
(2023年５月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 1,289,362 流 動 負 債 340,971

現 金 及 び 預 金 1,208,315 買 掛 金 18,503

売 掛 金 11,975 短 期 借 入 金 204,000

商 品 1,420 リ ー ス 債 務 1,642

貯 蔵 品 31 未 払 金 14,950

前 払 費 用 22,887 未 払 費 用 10,329

未 収 入 金 43,743 未 払 法 人 税 等 16,960

そ の 他 988 未 払 消 費 税 等 21,475

契 約 負 債 50,479

固 定 資 産 5,618,608 預 り 金 2,629

有 形 固 定 資 産 818

建 物 353 固 定 負 債 4,856,063

工具、器具及び備品 465 長 期 借 入 金 788,000

リ ー ス 債 務 1,763

無 形 固 定 資 産 257,940 長 期 未 払 金 4,000,000

ソフトウエア仮勘定 257,940 長 期 前 受 収 益 33,000

そ の 他 33,300

投資その他の資産 5,359,848

関 係 会 社 株 式 5,129,352 負 債 合 計 5,197,034

関係会社長期貸付金 200,000 純 資 産 の 部

敷 金 13,475 株 主 資 本 498,922

差 入 保 証 金 15,871 資 本 金 2,078,622

そ の 他 1,149 資 本 剰 余 金 983,937

資 本 準 備 金 983,937

利 益 剰 余 金 △2,516,280

その他利益剰余金 △2,516,280

繰 越 利 益 剰 余 金 △2,516,280

自 己 株 式 △47,355

新 株 予 約 権 1,212,013

純 資 産 合 計 1,710,936

資 産 合 計 6,907,971 負債・純資産合計 6,907,971
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損 益 計 算 書

(自 2022年６月１日
至 2023年５月31日)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 653,025

売 上 原 価 333,941

売 上 総 利 益 319,083

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,880,668

営 業 損 失 1,561,585

営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,994

経 営 指 導 料 297,200

そ の 他 2,990 302,185

営 業 外 費 用

支 払 利 息 41,864

新 株 予 約 権 発 行 費 2,238

そ の 他 384 44,487

経 常 損 失 1,303,887

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 14,660

子 会 社 清 算 損 4,119 18,779

税 引 前 当 期 純 損 失 1,322,667

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,462 2,462

当 期 純 損 失 1,325,129
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2023年７月26日

株式会社ケイブ

取締役会 御中

東 光 監 査 法 人
東京都新宿区

指 定 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 外 山 卓 夫

指 定 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 早 川 和 志

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ケイブの2022年６月１日から

2023年５月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、株式会社ケイブ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間
の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項
重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は、2023年７月26日開催の取締役会

において、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を2023年８月31日開催の第29回定
時株主総会に付議するこをと決議している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの
整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当

監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお

いて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤
りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する

ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス

クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査
に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計

上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、

入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及
び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す
る。
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・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分
かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関
して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除
去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2023年７月26日

株式会社ケイブ

取締役会 御中

東 光 監 査 法 人
東京都新宿区

指 定 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 外 山 卓 夫

指 定 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 早 川 和 志

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ケイブの2022年６月１日

から2023年５月31日までの第29期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について
監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項
注記事項（重要な後発事象に関する注記）に記載されているとおり、会社は、2023年７月26日開

催の取締役会において、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を2023年８月31日開
催の第29回定時株主総会に付議することを決議している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの
整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス

クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査
に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計

上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入

手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除
去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。
以 上
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監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2022年６月１日から2023年５月31日までの第29期事業年度における取締役の
職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の

内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況について取締役及び
使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意
見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携のうえ、
重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必
要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査
しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換
を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社
計算規則第131 条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業
会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書類(連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討いたしまし
た。

２．監査の結果
(１) 事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと

認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認めら
れません。

③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統
制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項
は認められません。

(２) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人東光監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(３) 連結計算書類の監査結果
会計監査人東光監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年７月28日

株式会社 ケ イ ブ 監査等委員会
監査等委員（常勤）小 尾 敏 仁 ㊞
監査等委員（社外）菅 原 貴 与 志 ㊞
監査等委員（社外）野 口 仁 ㊞
監査等委員（社外）竹 村 滋 幸 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 資本金及び資本準備金の減少並びに剰余金の処分の件

（１）資本金及び資本準備金の減少並びに剰余金の処分の理由

当社は、2023年５月期において2,516,280,830円の繰越利益剰余金の欠損を計

上しており、今後の柔軟かつ機動的な資本政策や早期に復配できる体制を確保

することを目的としております。

（２）減少する資本金の額の減少の要領

①減少する資本金の項目及びその額

資本金：1,978,622,069円を減少し、100,000,000円とする。

②増加する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金：1,978,622,069円

（３）減少する資本準備金の額の減少の要領

①減少する資本準備金の項目及びその額

資本準備金：983,937,410円を全額減少し、０円とする。

②増加する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金：983,937,410円

（４）剰余金の処分の要領

①減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金：2,516,280,830円を減少し、446,278,649円とする。

②増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金：2,516,280,830円

（５）本件が効力を生じる日

2023年９月１日（予定）
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第２号議案 定款一部変更の件

（１）提案の理由

当社の今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条

（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

（２）変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分）

現行定款 変更案

第１章 総則

（目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むこと
を目的とする。

（１）～（16） （条文省略）

（17）労働者派遣事業

（18）～（19） （条文省略）

（新設）

（20） （条文省略）

第１章 総則

（目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むこ
と、ならびに次の事業を営む会社および
これに相当する事業を営む外国会社の株
式もしくは持分を保有することにより、
当該会社の事業活動を支配、管理するこ
とを目的とする。

（１）～（16） （現行どおり）

（17）労働者派遣事業、有料職業紹介事
業ならびに人材の職業適性能力開発のた
めの研修、指導および教育事業

（18）～（19） （現行どおり）

（20）子会社の経営管理に関する業務

（21）財務コンサルティング、営業コン
サルティング、経営コンサルティング業
務

（22） （現行どおり）
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第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名が任期

満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名の

選任をお願いするものであります。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者は次のとおりであります。

候補者
番号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当又は重要な兼職の状況
所有する

当社株式の数

１

秋
あ き た ひ で よ し

田 英好
(1968年３月12日生)

2014年12月 株式会社玄武取締役就任（現任）

―株

2017年10月 株式会社でらゲー取締役就任

2018年８月 株式会社AKS（現株式会社Vernalossom）監
査役就任

2019年４月 当社取締役就任
2019年８月 当社代表取締役社長CEO就任（現任）
2019年11月 株式会社capable監査役就任

2020年３月 株式会社capable代表取締役就任（現任）

2022年６月 株式会社でらゲー監査役就任（現任）

2022年11月 株式会社CAPE監査役就任（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社玄武 取締役

株式会社capable 代表取締役

株式会社でらゲー 監査役

株式会社CAPE 監査役

（取締役候補者とした理由）
秋田英好氏は、ゲーム制作会社である株式会社でらゲーの取締役に歴任しており、財務責

任者として、プロモーションを含めたコスト管理業務を担当しておりましたので、ゲーム業
界に対する知見を十分に有しております。その他の会社においても取締役や監査役を務めた
ことがあり、企業の経営に深く関わってきております。このような経験及び実績は、当社取
締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値の向上に寄与することが期待できるた
め、取締役として適任であり、選任をお願いするものであります。
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候補者
番号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当又は重要な兼職の状況
所有する

当社株式の数

２

岡
お か も と よ し き

本 吉起
(1961年６月10日生)

1983年４月 株式会社カプコン入社

300,000株

1996年６月 同社取締役開発本部長就任
2001年１月 同社専務取締役就任
2003年７月 株式会社ゲームリパブリック代表取締役就

任
2012年３月 株式会社でらゲー入社
2016年11月 株式会社オカキチ代表取締役就任
2018年11月 公益財団法人日本ゲーム文化振興財団代表

理事就任（現任）
2019年２月 OKAKICHI SDN.BHD.取締役就任（現任）
2019年４月 ICHIBE SINGAPORE PTE.LTD. 代表取締役就

任（現任）
2019年４月 当社取締役就任（現任）
（重要な兼職の状況）

公益財団法人日本ゲーム文化復興財団 代表理事

OKAKICHI SDN.BHD.取締役

ICHIBE SINGAPORE.PTE.LTD.代表取締役
（取締役候補者とした理由）

岡本吉起氏は、公益財団法人日本ゲーム文化振興財団代表理事でもあり、長年、ゲームク
リエイターとして活躍してきました。開発に関わったスマートフォンネイティブゲームは、
日本だけに留まらず、グローバルに提供エリアを拡大しています。このような経験及び実績
は、当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待
できるため、取締役として適任であり、選任をお願いするものであります。

候補者
番号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当又は重要な兼職の状況
所有する
当社株式の

数

３

高
た か は し ゆ う き

橋 祐希
(1984年５月６日生)

2007年４月 大和建物株式会社入社

―株

2012年５月 株式会社玄武入社
2019年７月 株式会社AKS（現株式会社Vernalossom）

入社
2019年８月 当社取締役就任（現任）
2019年11月 株式会社capable取締役就任（現任）
2021年１月 株式会社ニコライバー取締役就任
2021年４月 株式会社月詠代表取締役就任（現任）
（重要な兼職の状況）
株式会社capable 取締役
株式会社月詠 代表取締役

（取締役候補者とした理由）
高橋祐希氏は、エンターテインメント企業においてイベント事業の責任者として、各種イ

ベントの企画・運営・管理業務を統括しており、イベント事業の豊富な経験と幅広い見識を
有しております。このような経験及び実績は、当社取締役会の意思決定に資するとともに、
今後、当社が新規事業を推進していくにあたり、当社の企業価値向上に寄与することが期待
できるため、取締役として適任であり、選任をお願いするものであります。
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候補者
番号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当又は重要な兼職の状況
所有する

当社株式の数

４

伊
い と う ひ ろ あ き

藤 裕章
(1984年４月12日生)

2009年９月 税理士法人総合会計事務所入社

―株

2014年６月 Ｇ.Ｓ.ブレインズ税理士法人入社
2015年６月 株式会社UTOWA執行役員就任
2019年11月 株式会社capable代表取締役就任（現任）
2022年８月 当社取締役CFO就任（現任）
2022年９月 当社経営企画部長就任（現任）
（重要な兼職の状況）

株式会社capable 代表取締役
（取締役候補者とした理由）

伊藤裕章氏は、豊富な税務・会計知識を有し、当社子会社である株式会社capableの代表
取締役を務めており、イベント事業の豊富な経験と幅広い経営知識を有しております。この
ような経験及び実績は、当社取締役会の意思決定に資するとともに、今後、当社が新規事業
を推進していくにあたり、当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため、取締役と
して適任であり、選任をお願いするものであります。

(注)１.各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
２.当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約によ

り、被保険者が会社の職務執行に関して行った行為（不作為も含みます。）に起因して、損
害賠償請求が行われた場合に、被保険者の法律上の損害賠償金、争訟費用等の損害が填補さ
れることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするた
めに、被保険者の犯罪行為等に起因する損害等の場合には、填補の対象としないこととして
おります。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となりま
す。また当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役１名が任期満了となります。

つきましては、監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。

監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当又は重要な兼職の状況
所有する

当社株式の数

小
お び と し ひ と

尾 敏仁
(1960年６月４日生)

1984年３月 株式会社ＳＦＣＧ入社

―株

1989年８月 同社企画部長就任
1992年４月 同社取締役就任
2000年８月 同社常務取締役経営管理本部長就任
2003年８月 同社相談役就任
2006年５月 当社顧問就任
2006年７月 ビーズマニア株式会社取締役就任
2006年８月 当社取締役就任
2015年４月 当社取締役内部監査室長就任

2017年８月 株式会社鉄人化計画社外取締役就任
2017年11月 同社社外取締役（監査等委員）就任
2019年８月 当社取締役（監査等委員）就任（現任）
（重要な兼職の状況）
該当事項はありません。

（監査等委員である取締役候補者とした理由）
小尾敏仁氏は、上場企業の取締役の経験があり、企業経営全般における豊富な経験と幅広

い見識を有しております。また当社においては2015年４月から内部監査室長を務めており、
当社の内部統制を管理監督してきました。

このような経験及び実績は、引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、その深
い知見に基づく助言、牽制が期待できるため、監査等委員である取締役として適任であり、
選任をお願いするものであります。

(注)１.候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２.当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約に

より、被保険者が会社の職務執行に関して行った行為（不作為も含みます。）に起因して、
損害賠償請求が行われた場合に、被保険者の法律上の損害賠償金、争訟費用等の損害が填
補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないように
するために、被保険者の犯罪行為等に起因する損害等の場合には、填補の対象としないこ
ととしております。候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者
となります。また当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しておりま
す。

― 42 ―

2023年08月07日 16時08分 $FOLDER; 42ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



第５号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である東光監査法人は、本定時株主総会の終結の時をもって、任

期満了により退任となりますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものであり

ます。なお、本議案は、監査等委員会の決定に基づき付議しております。

現会計監査人につきましては、会計監査が適切且つ妥当に行われることを確保する

体制を十分に備えていると考えておりますが、監査環境の変化等により当社の企業規

模に応じた監査対応と監査報酬の相当性等を踏まえ、監査法人八雲を新たな会計監査

人として選任することといたしました。

当社の監査等委員会が監査法人八雲を会計監査人の候補者とした理由は、同監査法

人は会計監査人としての専門性、独立性及び品質管理体制を有しており、当社の事業

規模に適した効率的且つ効果的な監査業務の遂行が期待できるとともに、同監査法人

の監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。

会計監査人候補者の名称、主たる事務所の所在地及び沿革等は、次のとおりであり

ます。

（2023年５月31日現在）

名称 監査法人八雲

事務所
＜主たる事務所＞

東京都中野区中央３丁目13番11号 MGビル701

設立年月日 2014年６月２日

概要

＜資本金＞

5,000千円

＜構成人員＞

社員（公認会計士）６名

職員（公認会計士）14名（外部協力者を含む）

その他 １名

合計 21名
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都立大学駅

目黒通り

至自由が丘

至渋谷

北野神社

セブンイレブン

ファミリー
マート

郵便局
三菱UFJ銀行

三井住友銀行

北口

めぐろパーシモンホール

株主総会会場ご案内図

会場 東京都目黒区八雲一丁目１番１号

めぐろパーシモンホール

【お土産に関するお知らせ】
本年の定時株主総会におきまして、株主総会にご出席の株主様へお配りしてお

りましたお土産は取りやめとさせていただきます。
何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

【交通のご案内】東急東横線「都立大学駅」より徒歩７分

東急バス「めぐろ区民キャンパス」バス停を下車してすぐ

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◎ 当日は、駐車スペースの都合上、お車でのご来場はご遠慮願います。
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電子提供措置の開始日2023年８月９日

第29回定時株主総会

その他の電子提供措置事項

（交付書面省略事項）

（2022年６月１日から2023年５月31日まで）

連結計算書類

連結株主資本等変動計算書

連結注記表

計算書類

株主資本等変動計算書

個別注記表

株式会社ケイブ
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連結株主資本等変動計算書

(自 2022年６月１日
至 2023年５月31日)

（単位：千円)

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,389,850 366,464 △1,281,727 △47,242 427,344

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 688,771 688,771 1,377,543

親会社株主に帰属する当期純利益 2,579,462 2,579,462

自己株式の取得 △1,191,563 △1,191,563

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 688,771 688,771 2,579,462 △1,191,563 2,765,442

当 期 末 残 高 2,078,622 1,055,236 1,297,734 △1,238,805 3,192,787

（単位：千円)

その他の包括利益累計額

新株予約権
非支配株主持

分
純資産合計その他

有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

その他の包括

利益累計額合

計

当 期 首 残 高 － 5,121 5,121 565,091 26,195 1,023,754

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 1,377,543

親会社株主に帰属する当期純利益 2,579,462

自己株式の取得 △1,191,563

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22,440 35,308 12,868 647,588 638,013 1,298,470

当 期 変 動 額 合 計 △22,440 35,308 12,868 647,588 638,013 4,063,913

当 期 末 残 高 △22,440 40,430 17,990 1,212,679 664,209 5,087,668
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連 結 注 記 表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記）

１．連結の範囲に関する事項

（1）連結子会社の数および主要な連結子会社の名称

連結子会社の数 ４社

主要な連結子会社の名称

株式会社capable

株式会社でらゲー

DELUXE GAMES SDN.BHD.

スマートフォンゲーム「メテオ（仮）」製作委員会

株式会社でらゲーの全株式を取得したことに伴い、同社及び同社の子会社で

あるDELUXE GAMES SDN.BHD.及びスマートフォンゲーム「メテオ（仮）」製作委

員会を当連結会計年度より連結子会社としております。

また、凱樂數位股份有限公司（Cave Interactive Taiwan Co.,Ltd.）及び

FIVESTAR BANK株式会社は清算結了したため連結の範囲から除外しております。

（2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社の名称

株式会社ファーストインパクト

株式会社CAPE等他４社

非連結子会社６社はいずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純

利益（持分相当額）及び利益剰余金（持分相当額）等はいずれも連結計算書類

に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項

（1）持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及び主要な会社等の名称

持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数 １社

主要な会社等の名称

非連結子会社

該当事項はありません。

関連会社

株式会社モッド

スマートフォンゲーム製作委員会は清算が結了したため、持分法の適用から

除外しております。

（2）持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社の名称

非連結子会社

株式会社ファーストインパクト

株式会社CAPE等他４社
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持分法を適用していない非連結子会社６社は、それぞれ当期純利益及び利益

剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持

分法の範囲から除外しております。

関連会社

株式会社アンカー

株式会社ファンクルー

持分法を適用していない関連会社２社は、それぞれ当期純利益及び利益剰余

金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法

の適用から除外しております。

（3）議決権の100分の20以上、100分の50以下を自己の計算において所有している会

社等のうち関連会社としなかった会社等の名称

該当事項はありません。

（4）持分法の適用の手続について特に記載すべき事項

該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の株式会社でらゲー及びスマートフォンゲーム「メテオ（仮）」

製作委員会の決算日は３月31日、DELUXE GAMES SDN.BHD.の決算日は４月30

日であります。連結計算書類の作成にあたっては、同日の財務諸表を使用

し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を

行っております。

４．会計方針に関する事項

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）を採用しております。

なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資（金融商品取

引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）については、組合契

約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

・市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。
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②棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）を採用しております。

商 品…………………移動平均法による原価法

貯 蔵 品…………………個別法

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産以外）

定額法を採用しております。

ただし、車両運搬具並びに工具、器具及び備品については、定率法を採用し

ております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物 ３年～36年

車両運搬具 ２年～６年

工具、器具及び備品 ２年～15年

②無形固定資産（リース資産以外）

定額法を採用しております。

なお、ソフトウエアについては、社内における利用可能期間（２年から５

年）に基づく定額法を採用しております。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間定額法を採用しております。

なお、主なリース期間は５年です。

④投資不動産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物 ５年

（3）重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

（4）その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

①繰延資産の処理方法
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新株予約権発行費

支出時に全額費用として計上しております。

②ヘッジ会計の処理

原則として繰延ヘッジ処理によることとしております。なお、特例処理の要件

を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。

（5）重要な収益及び費用の計上基準

当社グループは、以下の５ステップアプローチに基づき、収益を認識してお

ります。

ステップ１：顧客との契約を識別する

ステップ２：契約における履行義務を識別する

ステップ３：取引価格を算定する

ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する

ステップ５：履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する

当社グループは、ゲーム事業及び動画配信関連事業の２事業を主要な事業と

しております。

収益の主要な区分におけるそれぞれの収益認識基準は、以下のとおりです。

①ゲーム事業

イ．「ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～」

当社は、モバイルオンラインゲーム「ゴシックは魔法乙女～さっさと契約し

なさい！～」を運営しております。顧客との契約における履行義務は、キャラ

クター等をユーザーが使用できる環境を維持することであると判断しておりま

す。そのため、ユーザーがゲーム内通貨である「聖霊石」を消費（利用）して

入手したキャラクター等の見積り利用期間にわたって収益を認識しておりま

す。

ロ．「キングダム 乱 －天下統一への道－」

連結子会社（株式会社でらゲー）は、モバイルオンラインゲーム「キングダ

ム 乱 －天下統一への道－」を運営しております。ユーザーがゲーム内で課金

を行い、課金により獲得したゲーム内通貨である「宝玉」を利用（消費）して

ゲーム内で使用するアイテムやキャラクター等を取得するため、顧客との契約

における履行義務は、連結子会社（株式会社でらゲー）によるアイテムやキャ

ラクター等をユーザーへ引渡すことであると判断しております。当該履行義務

は、ユーザーがゲーム内通貨である「宝玉」を利用（消費）してアイテムやキ

ャラクター等を取得した時点において、財又はサービスが移転するため、当該
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時点で収益を認識しております。

ハ．「レベニューシェアによる収益」

連結子会社（株式会社でらゲー）では、スマートフォン向けゲームを他社と

提携して開発・運営しております。当該サービスにおいては、顧客である企業

に対し、連結子会社（株式会社でらゲー）が開発・運営業務等の役務の提供を

行うことで履行義務が充足されるものと判断しております。また、連結子会社

（株式会社でらゲー）が顧客から受け取る対価は、ユーザーからの課金額に応

じて算定されております。

②動画配信関連事業

「DtoC事業であるEC事業」

当社グループは、YouTubeやライブ配信プラットフォームを利用した「DtoC

事業」であるEC事業を運営しております。顧客との契約における履行義務は、

商材を顧客に引き渡した時点で履行義務を充足したと判断し、一時点で収益を

認識しております。

(会計方針の変更に関する注記）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第31号 2021年

６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度の期首か

ら適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、

時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用すること

といたしました。なお、連結計算書類に与える影響はありません。

（表示方法の変更）

（連結貸借対照表）

前連結会計年度において、従来「流動負債」の「未払金」として表示していた科

目名称を、直近の状況を鑑み、より実態に即した明瞭な表示とするために、当連結

会計年度より「未払金」を「買掛金」に変更しております。

なお、前連結会計年度の「未払金」59,430千円のうち、「買掛金」に該当する金額

は9,154千円であります。
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（重要な会計上の見積りに関する注記）

（ソフトウエア仮勘定の減損）

１．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

ソフトウエア仮勘定 1,551,675千円

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループのソフトウエア仮勘定は、主に自社開発ゲームに係る開発費の

うち、将来の収益獲得が確実と認められるものを資産計上しております。減損

の兆候が識別された場合には、タイトルごとの収益計画を基礎に算定された割

引前将来キャッシュ・フローと帳簿価額を比較して、減損損失の認識の要否を

判定し、減損損失を認識すべきであると判定されたものについては、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上することとして

おります。

割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定は、主に既存タ

イトルの課金ユーザー数及び１人当たり課金額としております。

割引前将来キャッシュ・フローについて、その見積りの前提とした条件や仮

定に変更が生じた場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、減損損失の

計上が必要となる可能性があります。

（繰延税金資産の回収可能性）

１．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産（繰延税金負債相殺前） 226,805千円

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

繰延税金資産の認識に際しては、課税所得が生じる可能性の判断において、

事業計画に基づいて将来獲得しうる課税所得の時期及びその金額を見積もり算

定しております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって

影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額の見積り

と異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、繰延税金資産の金

額に重要な影響を与える可能性があります。

（貸倒引当金）

１．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

貸倒引当金（流動資産） △217,720千円

貸倒引当金（投資その他の資産） △758,087千円
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２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループの保有する債権に係る損失が見込まれる場合、その損失に充て

る必要額を見積り、引当金を計上しております。一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

翌連結会計年度において、債務者の財務状況が悪化した場合、引当金の追加

計上等による損失が発生する可能性があります。

（連結貸借対照表に関する注記）

１．担保に供している資産

資金決済に関する法律に基づく発行保証金として、差入保証金11,561千円を

供託しております。

２．有形固定資産の減価償却累計額 455,903千円

３．財務制限条項

当社は、2022年８月30日開催の取締役会において、株式会社でらゲーの株式

取得に要する資金への充当を目的に、資金の借入を行うことを決議いたしまし

た。これにより、同日付で株式会社りそな銀行との間で1,000,000千円の金銭消

費貸借契約を締結し、2022年９月１日に実行しております。

また、本契約には連結貸借対照表における純資産の部の金額、連結損益計算書

の経常損益並びに連結キャッシュ・フロー値に対して、一定の基準値に基づく

財務制限条項が付されております。なお、当連結会計年度末において、本条項

には抵触しておりません。

（連結損益計算書に関する注記）

１．研究開発費

販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は、122,907千円であります。

２．企業結合に係る特定勘定の取崩益の内容及び金額

当社が株式会社でらゲーの全株式を取得したことによるもので、その内容は、

実績貢献に基づいた将来発生が見込まれる退職慰労金の見積超過による取崩額

120,000千円であります。
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
当連結会計年度

期首の株式数

当連結会計年度

増加株式数

当連結会計年度

減少株式数

当連結会計年度末

の株式数

普通株式 5,928,000株 686,600株 －株 6,614,600株

(注)増加数の内訳は、次の通りであります。
新株予約権の権利行使による新株式の発行による増加 686,600株

２．当連結会計年度の末日における自己株式の数

株式の種類
当連結会計年度

期首の株式数

当連結会計年度

増加株式数

当連結会計年度

減少株式数

当連結会計年度末

の株式数

普通株式 47,227株 650,070株 －株 697,297株

（注）増加数の内訳は、次の通りであります。
単元株未満株式の買取 70株
株式会社でらゲーの連結子会社化に伴う取得 650,000株

３．当連結会計年度に行った剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会

計年度となるもの

該当事項はありません。
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４．当連結会計年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株

式の数

目的となる株式の種類及び数 （単位：千円）

区分 内訳

目的と

なる株

式

目的となる株式の数
当連結会

計年度末

残高当連結会計

年度期首
増加 減少

当連結会

計年度末

当社

第23回新株予約権

普通株

式

250,000株 250,000株 250

第24回ストック・オ

プションとしての新

株予約権

75,000株 75,000株 30,900

第25回ストック・オ

プションとしての新

株予約権

200,000株 10,000株 190,000株 132,600

第26回ストック・オ

プションとしての新

株予約権

100,000株 100,000株 45,200

第27回ストック・オ

プションとしての新

株予約権

375,000株 5,500株 369,500株 343,265

第28回ストック・オ

プションとしての新

株予約権

50,000株 50,000株 － －

第32回第三者割当と

しての新株予約権
－

1,170,000

株
621,100株 548,900株 659,777

連結

子会

社

第１回ストック・オ

プションとしての新

株予約権

41,666株 41,666株 666

合計 1,091,666株
1,170,000

株
686,600株

1,575,066

株

1,212,679

(注)目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合におけ
る株式数を記載しております。
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（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等と一時的な余資は安

全性の高い金融資産で運用し、資金調達については銀行借入による方針であ

ります。なお、デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用して

おり、投機的取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金及び未収入金は、取引先の信用リスクに晒されてい

ます。当該リスクに関しては、取引先ごとの残高管理を行うとともに、主な

取引先の信用状況を四半期ごとに把握する体制としております。

長期貸付金及び関係会社貸付金は、定期的に回収先の財務状況等を把握し

ております。

投資有価証券は外貨建てMMF及びファンド並びに株式投資であり、為替の変

動リスクや、投資先の財務状況により価値が下落するリスクに晒されていま

す。当該リスクに関しては、定期的に為替相場や投資先の財務状況等を把握

する体制としております。

敷金は、本社等の賃貸借契約に伴うものであります。その差入先に対する

信用リスクについては賃貸借契約締結前に信用状況を調査・把握する体制と

しております。

短期借入金及び長期借入金は、主として開発及び子会社株式の取得に係る

資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されてい

ますが、金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。

営業債務である未払金は、ほとんどが２ヶ月以内の支払期日であります。

長期未払金は、子会社株式の取得(現金による分割払い)に係るものであり

ますが、固定金利であるため、金利の変動リスクに晒されていません。
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２．金融商品の時価等に関する事項

2023年５月31日（当期の決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及び

これらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）

連結貸借対照表

計上額（*1）
時価（*1） 差額

（1）投資有価証券（*3） 737,431 737,431 －

（2）長期貸付金（*4） 1,197,135

貸倒引当金（*5） △668,210

528,925 540,949 12,024

（3）関係会社長期貸付金 321,000

貸倒引当金（*5） △121,000

200,000 207,809 7,809

（4）敷金 116,852 116,852 －

資産計 1,583,209 1,603,043 19,834

（1）長期借入金（*6) (1,032,000) (1,023,608) △8,391

（2）長期未払金 (4,000,000) (3,985,593) △14,406

負債計 (5,032,000) (5,009,202) △22,797

（*1）①「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済

されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略し

ております。

②「売掛金」、「未収入金」、「短期貸付金」については、短期間で決済される

ため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しており

ます。

③「短期借入金」「未払金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿

価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（*2）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

（*3）市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金

融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：千円）

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 258,699

（*4）１年以内に回収予定の長期貸付金を含めております。

（*5）長期貸付金・関係会社長期貸付金に対して個別に計上してる貸倒引当金を控

除しております。

（*6）１年以内に返済予定の長期借入金を含めております。
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に

応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価

格により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なイン

プットを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価の算定

に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合に

は、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価

の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお

ります。

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

当連結会計年度（2023年５月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券 － 737,431 － 737,431

資産計 － 737,431 － 737,431

(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当連結会計年度（2023年５月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期貸付金 － 540,949 － 540,949

関係会社長期貸
付金

－ 207,809 － 207,809

敷金 － 116,852 － 116,852

資産計 － 865,612 － 865,612

長期借入金 － 1,023,608 － 1,023,608

長期未払金 － 3,985,593 － 3,985,593

負債計 － 5,009,202 － 5,009,202

（注） 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
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投資有価証券

外貨建MMFは取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベ

ル２の時価に分類しております。

市場における取引価格が存在しないファンドについては、解約又は買戻請求に

関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に

は基準価額等を時価としており、主にレベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と

一体として処理されるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載し

ております。（下記「長期借入金・長期未払金」参照）

長期貸付金、関係会社長期貸付金

これらの時価は、将来のキャッシュ・フローを、国債の利回り等適切な指標を

基に割引現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

また、貸倒懸念債権については、回収見込額等に基づいて貸倒引当金を算定し

ており、時価は連結貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似

していることから、当該価額をもってレベル２の時価に分類しております。

敷金

敷金の時価は、一定の期間ごとに区分した当該敷金の元金の合計額を国債の利

回り等適切な指標に信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算

定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金・長期未払金

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加

味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類

しております。なお、変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対

象とされており（上記「デリバティブ取引」参照）、当該金利スワップと一体とし

て処理された元利金の合計額を用いて算定しております。

（賃貸等不動産に関する注記）

１．賃貸等不動産の状況に関する事項

当社の一部の子会社では、海外（米国）において、賃貸用物件（土地を含む。）

を有しております。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益

は△36,186千円（賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上）であ

ります。
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２．賃貸等不動産の時価に関する事項

（単位：千円）

連結貸借対照表計上額
当連結会計年度末の

時価当連結会計年度
期首残高

当連結会計年度
増減額

当連結会計年度末残
高

― 393,883 393,883 393,883

(注)１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計

額を控除した金額であります。

２．当連結会計年度末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書

に基づきます。

（収益認識に関する注記）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

当連結会計年度

ゲーム事業

レベニューシェアによる収入 4,557,635

ユーザーからの課金による収入 1,884,537

その他（注） 157,101

動画配信関連事業 364,163

顧客との契約から生じる収益 6,963,436

その他の収益 ―

外部顧客への売上高 6,963,436

（注）その他は、ゲーム化や玩具その他の商品化等の権利収入であります。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記） ４．会計方針

に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フロ

ーとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計

年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
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(1) 顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等

顧客との契約から生じた債権及び契約負債の内訳は、以下のとおりであります。

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 74,832千円

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 1,541,142千円

契約負債（期首残高） 60,013千円

契約負債（期末残高） 109,784千円

連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権は「売掛金」、「未収入金」

に含まれております。

契約負債は、アイテム課金に係る顧客からの前受金等であります。

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれて

いた額は、60,013千円であります。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

当社グループにおいて、個別の契約が１年を超える重要な取引はありません。ま

た、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額は

ありません。

（１株当たり情報に関する注記）

１． １株当たり純資産額 542円61銭

２． １株当たり当期純利益 462円57銭

３． 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 418円05銭

― 61 ―

2023年08月07日 16時08分 $FOLDER; 61ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



（重要な後発事象に関する注記）
（資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分）
当社は、2023年７月26日開催の取締役会において、2023年８月31日開催の第29回定

時株主総会に、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件を付議す
ることを次のとおり決議しております。

１．資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的
当社は、2023年５月期において2,516,280,830円の繰越利益剰余金の欠損を計上

しており、今後の柔軟かつ機動的な資本政策や早期に復配できる体制を確保するこ
とを目的としております。

２．資本金及び資本準備金の額の減少の内容

(1)減少する資本金の額
資本金2,078,622,069円から1,978,622,069円を減少し、100,000,000円とします。

(2)資本金の額の減少の方法
発行済株式総数を変更することなく、資本金の額のみを減少し、減少額

1,978,622,069円をその他資本剰余金に振り替えます。

(3)減少する資本準備金の額
資本準備金983,937,410円から983,937,410円を減少し、０円とします。

(4)資本準備金の額の減少の方法
発行済株式総数を変更することなく、資本準備金の額のみを減少し、減少額

983,937,410円をその他資本剰余金に振り替えます。

３．剰余金の処分の内容
上記の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生後、増加するその他資本剰余

金2,516,280,830円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損を填補いたします。

(1)減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 2,516,280,830円

(2)増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 2,516,280,830円

４．日程
(1)取締役会決議日 2023年７月26日（水）
(2)債権者異議申述公告日 2023年７月27日（木）（予定）
(3)債権者異議申述最終期日 2023年８月28日（月）（予定）
(4)株主総会決議日 2023年８月31日（木）（予定）
(5)効力発生日 2023年９月１日（金）（予定）
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（その他の注記）
（企業結合関係）

取得による企業結合
当社は、2022年６月３日開催の取締役会において、株式会社でらゲーの全株式を

取得し、子会社化することについて第28回定時株主総会に付議し、2022年8月30日
の同株主総会にて承認可決されました。これにより、同日付で株式会社でらゲーの
株主との間で、株式譲渡契約を締結し、2022年９月１日に株式を取得いたしまし
た。本件の株式取得に伴い、株式会社でらゲーの子会社である、DELUXE GAMES
SDN. BHD.、スマートフォンゲーム「メテオ（仮）」製作委員会が連結子会社となり
ます。

１．企業結合の概要
①被取得企業の概要
被取得企業の名称 株式会社でらゲー
事業の内容
１．電子を応用したゲーム機器及び玩具の企画、開発、製造、販売、輸出入
及び賃貸
２．インターネット電話回線等の通信網を利用した、コンピューターソフト
ウエア及びコンテンツの企画、開発、製造、販売、輸出入及び賃貸
３．コンピューターゲームソフトウエア、コンピューターグラフィックの企
画及び制作

②企業結合を行った主な理由
株式会社でらゲーの全株式を取得ことにより、当社が創業以来、様々なゲー

ムジャンルにおいて培ってきたゲーム開発における技術と知見をトップレベル
のクリエイティブ集団である株式会社でらゲーが有する企画力、クリエイティ
ブ力、技術力と融合することができ、スマートフォンゲーム開発運営における
シナジー効果や今後の成長戦略を推進するための投資拡大を通じて当社グルー
プの業績に大きなインパクトを与え、企業業績を大幅に増加させ、ひいては当
社グループの株主価値の最大化に資するものであると考えたためであります。

③企業結合日
2022年９月１日

④企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得

⑤企業結合後の企業の名称
変更はありません。

⑥取得した議決権比率
100％

⑦取得企業を決定するに至った根拠
当社が現金を対価として株式を取得したためであります。
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２．連結計算書類に含まれている被取得企業の業績の期間
2022年９月30日をみなし取得日としているため、2022年10月１日から2023年３
月31日が含まれております。

３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金（長期未払金を含む） 5,000,000千円

取得原価 5,000,000千円

４．主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー等に対する報酬・手数料等 26,652千円

５．発生した負ののれんの金額及び発生原因
取得原価が受け入れた資産及び負債に配分された純額を下回ったため、その

差額2,635,237千円を、負ののれん発生益として認識しております。

６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 5,644,141千円

固定資産 6,177,734千円

資産合計 11,821,876千円

流動負債 2,882,820千円

固定負債 983,818千円

負債合計 3,866,638千円

７．企業結合が連結会計年度の開始の日に完了した場合の当連結会計年度の連結損
益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

売上高 5,081,428千円

営業利益 691,142千円

（概算額の算定方法）
企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損

益情報と、取得企業の連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額を影響
の概算額としております。なお、当該注記は監査証明を受けておりません。
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（共通支配下の取引等）
関係会社出資金の追加取得

当社連結子会社である株式会社でらゲーは、2023年１月12日開催の取締役会にお
いて、下記の内容で関係会社出資金の追加取得を実施することを決議いたしました。
１.取引の概要
①関係会社出資企業の名称及びその事業の内容
結合当事企業の名称：スマートフォンゲーム「メテオ（仮）」製作委員会
事業の内容：スマートフォンゲームの開発及び運営

②企業結合日
2023年2月28日

③企業結合の法的形式
任意組合への出資

④結合後企業の名称
変更ありません。

⑤取引の目的を含む取引の概要
当該取引は、当社連結子会社であるでらゲーが幹事会社を務めております

当社連結孫会社である「メテオ（仮）」製作委員会に対し、今後見込まれる追
加開発による機能の拡充やコンテンツの充実のため、同社による追加出資実
施によるものであります。

２.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基
準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引のうち、非支配株主との取
引として、会計処理しております。

３.関係会社出資金を追加取得した場合に掲げる事項
被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得対価 現金預金 441,500千円

取得原価 441,500千円

４.非支配株主との取引に係る親会社の持分変動に関する事項
影響はありません。
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株主資本等変動計算書

(自 2022年６月１日
至 2023年５月31日)

（単位：千円)

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
資本剰余金

合 計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益

剰 余 金

当 期 首 残 高 1,389,850 295,165 295,165 △1,191,151 △1,191,151

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 688,771 688,771 688,771

自己株式の取得

当 期 純 損 失 △1,325,129 △1,325,129

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 688,771 688,771 688,771 △1,325,129 △1,325,129

当 期 末 残 高 2,078,622 983,937 983,937 △2,516,280 △2,516,280

（単位：千円)

株 主 資 本
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 △47,242 446,621 564,425 1,011,046

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 1,377,543 1,377,543

自己株式の取得 △113 △113 △113

当 期 純 損 失 △1,325,129 △1,325,129

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 647,588 647,588

当 期 変 動 額 合 計 △113 52,301 647,588 699,889

当 期 末 残 高 △47,355 498,922 1,212,013 1,710,936
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個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．会計方針に関する事項

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

②棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）を採用しております。

商 品…………………移動平均法による原価法

貯 蔵 品…………………個別法

２．重要な減価償却資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産（リース資産以外）

定額法を採用しております。

ただし、工具、器具及び備品については、定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物 ８年～15年

工具、器具及び備品 ２年～８年

（2）無形固定資産（リース資産以外）

定額法を採用しております。

なお、ソフトウエアについては、社内における利用可能期間（３年から５

年）に基づく定額法を採用しております。

（3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間定額法を採用しております。

なお、主なリース期間は５年です。

３．重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

４．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

①繰延資産の処理方法
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新株予約権発行費

支出時に全額費用として計上しております。

②ヘッジ会計の処理

原則として繰延ヘッジ処理によることとしております。なお、特例処理の要

件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。

５．収益及び費用の計上基準

当社は、以下の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する

ステップ２：契約における履行義務を識別する

ステップ３：取引価格を算定する

ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する

ステップ５：履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する

当社は、ゲーム事業及び動画配信関連事業の２事業を運営しております。

主となるゲーム事業においての収益認識基準は、以下のとおりです。

①ゲーム事業

当社は、モバイルオンラインゲーム「ゴシックは魔法乙女～さっさと契約し

なさい！～」を運営しております。顧客との契約における履行義務は、キャラ

クター等をユーザーが使用できる環境を維持することであると判断しておりま

す。そのため、ユーザーがゲーム内通貨である「聖霊石」を消費（利用）して

入手したキャラクター等の見積り利用期間にわたって収益を認識しておりま

す。

②動画配信関連事業

占い師とユーザーがライブ配信サイトで占いを実施するサービスプラットフ

ォームです。ユーザーに対しサイト上で占いを実施し、役務の提供を行うこと

でユーザーに対する履行義務が充足されたと判断し、収益を計上しておりま

す。

（会計方針の変更に関する注記）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第31号 2021年

６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適

用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時

価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することと
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いたしました。なお、計算書類に与える影響はありません。

（表示方法の変更）

(貸借対照表)

前事業年度において、従来「流動負債」の「未払金」として表示していた科目名

称を、直近の状況を鑑み、より実態に即した明瞭な表示とするために、当事業年度

より「未払金」を「買掛金」に変更しております。

なお、前事業年度の「未払金」28,316千円のうち、「買掛金」に該当する金額は

8,624千円であります。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

（ソフトウエア仮勘定の減損）

１．当事業年度の計算書類に計上した金額

ソフトウエア仮勘定 257,940千円

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

１の金額の算出方法は、「連結注記表（連結計算書類の作成のための基本とな

る重要な事項に関する注記） （重要な会計上の見積りに関する注記） （ソフ

トウエア仮勘定の減損）」に記載のとおりであります。
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（貸借対照表に関する注記）

１．担保に供している資産

資金決済に関する法律に基づく発行保証金として、差入保証金11,561千円を供

託しております。

２．有形固定資産の減価償却累計額 107,889千円

３．関係会社に対する金銭債権・債務

関係会社に対する短期金銭債権 1,868千円

関係会社に対する長期金銭債権 201,149千円

４．財務条項制限

当社は、2022年８月30日開催の取締役会において、株式会社でらゲーの株式取

得に要する資金への充当を目的に、資金の借入を行うことを決議いたしました。

これにより、同日付で株式会社りそな銀行との間で1,000,000千円の金銭消費貸

借契約を締結し、2022年９月１日に実行しております。

また、本契約には連結貸借対照表における純資産の部の金額、連結損益計算書

の経常損益並びに連結キャッシュ・フロー値に対して、一定の基準値に基づく

財務制限条項が付されております。なお、当事業年度末において、本条項には

抵触しておりません。

（損益計算書に関する注記）

１．関係会社との取引高

営業取引による取引高

営業費用 2,459千円

営業取引以外の取引による取引高

営業外収益 299,186千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

１.当事業年度の末日における自己株式の数

株式の種類
当事業年度

期首の株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末の

株式数

普通株式 47,227株 70株 －株 47,297株
（注）増加数の内訳は、次の通りであります。

単元株未満株式の買取 70株
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（税効果会計に関する注記）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

(繰延税金資産）

繰越欠損金 860,297千円

減損損失 110,559千円

その他 27,588千円

小計 998,445千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △860,297千円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △138,148千円

評価性引当額小計 △998,445千円

繰延税金資産合計 ―千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

当事業年度(2023年５月31日)

１年以内

（千円）

１年超

２年以内

（千円）

２年超

３年以内

（千円）

３年超

４年以内

（千円）

４年超

５年以内

（千円）

５年超

（千円）

合計

（千円）

税務上の

繰越欠損

金(a)

161,797 9,561 82,265 35,062 ― 571,609 860,297

評価性引

当額
△161,797 △9,561 △82,265 △35,062 ― △571,609 △860,297

繰延税金

資産
― ― ― ― ― ― ―

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があ

るときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。

（収益認識に関する注記）

「連結注記表（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注

記） （収益認識に関する注記）」に同一の内容を記載しているため、注記を省

略しております。

― 71 ―

2023年08月07日 16時08分 $FOLDER; 71ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



（関連当事者との取引に関する注記）

種類

会社等

の名称

または

氏名

所在

地

資本金

(千円)

事業

の内

容又

は職

業

議決権

の所有

(被所

有)割

合

関連当

事者と

の関係

取引の

内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

子会社

株式会

社でら

ゲー

東京

都渋

谷区

7,000

ゲー

ムの

企画、

開発、

運営

直接

100%

管理業

務の受

託

役員の

兼任

業務委

託費の

受取

（注２）

290,000 ― ―

子会社
株式会

社CAPE

東京

都目

黒区

5,000

ＩＰ

管理、

アプ

リ開

発及

びコ

ンサ

ルテ

ィン

グ

間接

80%

資金の

援助

役員の

兼任

金銭の

貸付

（注３）

200,000

関係

会社

長期

貸付

金

200,000

利息の

受取

（注４）

1,149
未収

入金
1,149

関連会

社

株式会

社モッ

ド

東京

都目

黒区

9,000

ソー

シャ

ルメ

ディ

アエ

ージ

ェン

シー

直接30

％

資金の

援助

貸付の

回収
50,000 ― ―

利息の

受取

（注４）

836 ― ―
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役 員 及

び そ の

近親者

石井沙

保 里

（注１）

― ―

子 会

社 役

員

―

子会社

株式の

購入

子会社

株式の

購入

（注５）

2,857,142

長期

未払

金

2,285,714

利息の

支払

（注４）

19,028
未払

費用
19,028

役 員 及

び そ の

近親者

岡本拓

也（注

１）

― ―
会 社

員
―

子会社

株式の

購入

子会社

株式の

購入

（注５）

714,285

長期

未払

金

571,428

利息の

支払

（注４）

4,757
未払

費用
4,757

（注１) 当社役員、岡本吉起の近親者であります。

（注２）取引金額は、市場実勢を参考に業務内容を勘案して交渉の上で決定しております。

（注３）資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

（注４）利息については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

（注５）株式の購入については、第三者算定機関による算定結果を勘案して合理的に決定しております。

（注６）取引金額には、消費税等は含まれておりません。

（１株当たり情報に関する注記）

１． １株当たり純資産額 75円97銭

２． １株当たり当期純損失 213円37銭

（重要な後発事象に関する注記）

（資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分）
「連結注記表（連結計算書類作成ための基本となる重要な事項に関する注記 （重

要な後発事象に関する注記）」に同一の内容を記載しているため、記載を省略して
おります。
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